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 熊本県職員等の失業者退職手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  平成２２年６月２５日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
熊本県規則第４４号 
   熊本県職員等の失業者退職手当支給規則の一部を改正する規則 
 熊本県職員等の失業者退職手当支給規則（昭和５０年熊本県規則第５７号）の一部を次
のように改正する。 
 第２条中「雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第１６条の規定による基本手当日
額表において、次条の規定により算定した賃金日額の属する等級に応じて定められている」
を「次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第１
７条に規定する賃金日額とみなして同法第１６条の規定を適用して計算した」に改める。 
  第２２条第１項中「第５６条の２第１項第１号イ」を「第５６条の３第１項第１号イ」
に改める。 
      附 則 
 この規則は、公布の日から施行する。 
 
 
 
 
 
熊本県告示第６５９号 
 昭和５７年９月２８日熊本県告示第１０１６号（熊本県立総合体育館条例別表に掲げる
知事が定める額）は、平成２２年６月３０日をもって廃止する。 
  平成２２年６月２５日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
 
 
 
 
 
熊本県訓令第４３号     
               本庁各部（公室・局）課（総室・室・センター） 
                              各   地   方   出   先   機   関    
 熊本県職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 
  平成２２年６月２５日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
      熊本県職員服務規程の一部を改正する訓令 
  熊本県職員服務規程（昭和３１年熊本県訓令第１９８４号の２）の一部を次のように改
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正する。 
 第９条第１項の表中「２４の項」を「２５の項」に改め、同表勤務時間規則第１３条の
表１０の項、１１の項又は１２の項に規定する場合における特別休暇の項の次に次のよう
に加える。 

 

勤務時間規則第１３条の表１６の項 

に規定する場合における特別休暇 

 

 

 当該場合に該当することを明らかにする 

 書類   

 

 

  第９条第１項の表中「２０の項」を「２１の項」に改め、同条第２項中「育児時間休暇
請求書（別記第４号の３様式）により」の次に「、勤務時間規則第１３条の表１６の項に
規定する場合における特別休暇は要介護者の状態等申出書（別記第４号の３の２様式）を
添付して休暇請求書（別記第２号様式）により」を加え、同条第４項中「１９の項」を「 
２０の項」に改め、同条第６項中「２３の項」を「２４の項」に改める。 
 第１３条の２第１項第２号中「再度の育児休業」の次に「（育児休業法第２条第１項た
だし書に規定する最初の育児休業の次の育児休業を除く。次項において同じ。）」を加え
る。 
 第１３条の８第１項中「同条第３項」を「同条第４項」に改め、同条第５項中「第８条
の２第２項」の次に「及び第３項」を、「除く。）」と」の次に「、「勤務時間条例第８
条の２第１項に規定する場合」とあるのは「勤務時間条例第８条の２第２項又は第３項に
規定する場合」と」を加える。 
 別記第２号様式を次のように改める。 
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 別記第４号の３様式の次に次の１様式を加える。 
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 別記第５号の２様式を次のように改める。 
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 別記第５号の２の２様式を次のように改める。 
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 別記第５号の２の３様式を次のように改める。 
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 別記第５号の３様式を次のように改める。 
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 別記第５号の４様式を次のように改める。 
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 別記第５号の５様式を次のように改める。 
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 別記第５号の６様式を次のように改める。 
 

 



 平成 22 年 6 月 25 日 金曜    熊 本 県 公 報          号外 第２５号 12 

 

 
   附 則 
 この訓令は、平成２２年６月３０日から施行する。 
 
 
 
 
 
  熊本県職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
    平成２２年６月２５日 
                                   熊本県人事委員会委員長 清 塘 英 之 
熊本県人事委員会規則第２２号 
   熊本県職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 
 熊本県職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年熊本県人事委員会規則第２号）
の一部を次のように改正する。 
 第８条の４第１項を削り、第２項中「第８条の２第２項」の次に「又は第３項」を、同
項に後段として次のように加え、同項を第１項とする。 
  この場合において、勤務時間条例第８条の２第２項の規定による請求に係る期間と勤 
 務時間条例第８条の２第３項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなけ 
 ればならない。 
 第８条の４第３項中「第８条の２第２項」の次に「又は第３項」を加え、同項を第２項
とし、同条第４項中「第２項の請求」を「第１項の請求」に改め、「第８条の２第２項」
の次に「又は第３項」を加え、同項を第３項とし、第５項を第４項とし、第６項中「第２
項」を「第１項」に改め、同項を第５項とする。 
 第８条の５第１項中「前条第２項」を「前条第１項」に改め、同項第４号を削り、同条
第２項中「前条第２項」を「前条第１項」に改め、同項第２号中「子が」の次に「、勤務
時間条例第８条の２第２項の規定による請求にあっては３歳に、勤務時間条例第８条の２
第３項の規定による請求にあっては」を加え、同条第４項中「前条第６項」を「前条第５
項」に改める。 
 第８条の６中「、第８条の４第１項、前条第１項第４号」を削り、「同条第２項」を「前
条第２項」に、「第８条の２第３項」を「第８条の２第４項」に、「及び第２項」を「及
び第３項」に改め、「「要介護者(人事委員会が定める者を除く。)と」」の次に「、第８
条の４第１項中「勤務時間条例第８条の２第２項又は第３項の」とあるのは「勤務時間条
例第８条の２第３項の」と、同項中「ならない。この場合において、勤務時間条例第８条 
の２第２項の規定による請求に係る期間と勤務時間条例第８条の２第３項の規定による請
求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同
条第２項及び第３項中「勤務時間条例第８条の２第２項又は第３項に」とあるのは「勤務
時間条例第８条の２第３項に」と」を加え、「「前項第１号から第３号まで」」を「「前
項各号」」に改める。 
 第１３条の表１５の項中「含む」の次に「。以下この項において同じ」を加え、「又は」
を「若しくは」に改め、「世話」の次に「又は疾病の予防を図るために必要なものとして
人事委員会が定めるその子の世話」を加え、「２人」を「２人以上」に、「６日、３人以

 登載依頼 
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上いる場合にあっては７日」を「１０日」に改め、同条の表中２５の項を２６の項とし、
１６の項から２４の項までを１項ずつ繰り下げ、１５の項の次に次の１項を加える。     

１６ 勤務時間条例第１５条第１項に規定する日常

生活を営むのに支障があるもの（以下この項

において「要介護者」という。）の介護その

他の人事委員会が定める世話を行う職員が、

当該世話を行うために勤務しないことが相当

であると認められる場合 

 

一の年において５日（要介護者が２

人以上いる場合にあっては１０日）

の範囲内でそのつど必要と認める

期間 

 第１３条の２第１項中「１５の項」を「１６の項」に改める。 
   附 則  
１ この規則は、平成２２年６月３０日から施行する。ただし、附則第２項の規定は、公

布の日から施行する。 
２ 熊本県職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（平成２２年熊本

県条例第３１号）附則第２項の規定による請求を行う場合は、改正後の第８条の４第１
項の規定の例により、請求するものとする。 

３ この規則の施行の日前に使用された改正前の熊本県職員の勤務時間、休暇等に関する
規則第１３条の表１５の項の休暇については、改正後の熊本県職員の勤務時間、休暇等
に関する規則第１３条の表１５の項の休暇として使用されたものとみなす。 
 

 
  熊本県職員等の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
    平成２２年６月２５日 
                                   熊本県人事委員会委員長 清 塘 英 之 
熊本県人事委員会規則第２３号 
   熊本県職員等の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則 
 熊本県職員等の育児休業等に関する規則（平成１１年熊本県人事委員会規則第２０号）
の一部を次のように改正する。 
 第２条を次のように改める。 
第２条 削除 
 第３条第１項第１号ア中「育児休業法」を「地方公務員の育児休業等に関する法律（平
成３年法律第１１０号）」に改める。 
   附 則  
 この規則は、平成２２年６月３０日から施行する。 

 
 
 熊本県育英資金貸与規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  平成２２年６月２５日                           
                   熊本県教育委員会委員長 古 荘 文 子   
熊本県教育委員会規則第１２号 
    熊本県育英資金貸与規則の一部を改正する規則 
  熊本県育英資金貸与規則（昭和４７年熊本県教育委員会規則第７号）の一部を次のよう
に改正する。 
 第２２条を第２４条とし、第２１条を第２３条とする。 
 第２０条中「別記第２５号様式」を「別記第２６号様式」に改め、同条を第２２条とす
る。 
 第１９条を第２１条とする。 
 第１８条中「別記第２４号様式」を「別記第２５号様式」に改め、同条を第２０条とす
る。 
 第１７条中「別記第２３号様式」を「別記第２４号様式」に改め、同条を第１９条とす
る。 
 第１６条中「別記第２２号様式」を「別記第２３号様式」に、「別記第２１号様式」を
「別記第２２号様式」に改め、同条を第１８条とする。 
 第１５条中「別記第２０号様式」を「別記第２１号様式」に改め、同条を第１７条とす
る。 
 第１４条を第１６条とする。 
 第１３条中「別記第１９号様式」を「別記第２０号様式」に改め、同条を第１５条とす
る。 
 第１２条を第１３条とし、同条の次に次の１条を加える。 
 （貸与金額の変更） 
第１４条 高校等又は専門課程等に在学する者が、貸与金額の変更を希望するときは、育

英資金貸与金額変更申請書（別記第１９号様式）を、別に定める期日までに学（校）長
を経由のうえ、教育委員会に提出しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項による育英資金貸与金額変更申請書の提出を受け貸与金額の変更
を認めたときは、申請者に通知するものとする。 
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 第１１条を第１２条とし、第８条から第１０条までを１条ずつ繰り下げる。 
 第７条中「第５条」を「第６条」に改め、同条を第８条とする。 
 第６条を第７条とし、第５条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。 
 （高校等又は専門課程等に在学する者の貸与金額） 
第５条 高校等又は専門課程等に在学する者の育英資金の貸与金額は、別表に定めるとお

りとする。 
 附則の次に次の別表を加える。 
別表（第５条関係） 

区分 貸与金額 

自宅通学 月額 

18,000円、13,000円又は8,000円 

国立又は公立

自宅外通学 月額 

23,000円、18,000円又は13,000円

自宅通学 月額 

30,000円、20,000円又は10,000円

高校等に在学する

者 

私立 

自宅外通学 月額 

35,000円、25,000円又は15,000円

自宅通学 月額 

18,000円、13,000円又は8,000円 

国立又は公立

自宅外通学 月額 

23,000円、18,000円又は13,000円

自宅通学 月額 

30,000円、20,000円又は10,000円

専門課程等に在学

する者 

私立 

自宅外通学 月額 

35,000円、25,000円又は15,000円
 別記第１号様式中「（第５条関係）」を「（第６条関係）」に改める。 
 別記第２号様式中「（第５条関係）」を「（第６条関係）」に改める。 
 別記第３号様式中「（第５条関係）」を「（第６条関係）」に改める。 
 別記第４号様式中「（第５条関係）」を「（第６条関係）」に改める。 
 別記第５号様式中「（第５条関係）」を「（第６条関係）」に改める。 
 別記第６号様式中「（第５条関係）」を「（第６条関係）」に改める。 
 別記第７号様式中「（第５条関係）」を「（第６条関係）」に改める。 
 別記第８号様式中「（第７条関係）」を「（第８条関係）」に改める。 
 別記第９号様式中「（第７条関係）」を「（第８条関係）」に改める。 
 別記第１０号様式中「（第８条関係）」を「（第９条関係）」に改める。 
 別記第１１号様式中「（第９条関係）」を「（第１０条関係）」に改める。 
 別記第１２号様式中「（第１２条関係）」を「（第１３条関係）」に改める。 
 別記第１３号様式中「（第１２条関係）」を「（第１３条関係）」に改める。 
 別記第１４号様式中「（第１２条関係）」を「（第１３条関係）」に改める。 
 別記第１５号様式中「（第１２条関係）」を「（第１３条関係）」に改める。 
 別記第１６号様式中「（第１２条関係）」を「（第１３条関係）」に改める。 
 別記第１７号様式中「（第１２条関係）」を「（第１３条関係）」に改める。 
 別記第２５号様式中「（第２０条関係）」を「（第２２条関係）」に改め、同様式を別
記第２６号様式とする。 
 別記第２４号様式中「（第１８条関係）」を「（第２０条関係）」に改め、同様式を別
記第２５号様式とする。 
 別記第２３号様式中「（第１７条関係）」を「（第１９条関係）」に改め、同様式を別
記第２４号様式とする。 
 別記第２２号様式中「（第１６条関係）」を「（第１８条関係）」に改め、同様式を別
記第２３号様式とする。 
 別記第２１号様式中「（第１６条関係）」を「（第１８条関係）」に改め、同様式を別
記第２２号様式とする。 
 別記第２０号様式中「（第１５条関係）」を「（第１７条関係）」に改め、同様式を別
記第２１号様式とする。 
 別記第１９号様式中「（第１３条関係）」を「（第１５条関係）」に改め、同様式を別
記第２０号様式とする。 
 別記第１８号様式中「（第１２条関係）」を「（第１３条関係）」に改め、同様式の次
に次の１様式を加える。 
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  別記第１９号様式（第 14条関係）  

 

奨 学 生

番 号

          

 
 

育  英  資  金  貸  与  金  額  変  更  申  請  書  

年    月    日  

 

  熊本県教育委員会  様  

 

 

住所  〒    ―     TEL(   )   ―  

 

 

育 英 奨 学 生  

氏名   

 
印  

 

住所  〒    ―     TEL(   )   ―  

 

 

連 帯 保 証 人  

氏名   

 
印  

 

 

  下記のとおり育英資金貸与金額の変更を申請します。 

記  

 

 

現在の貸与金額 

 

 

  月額           円  

 

変更を希望する貸与金額 

 

 

  月額           円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、公布の日から施行する。 
 


